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みんなで創る「二十歳の思い出」

実行委員を募集します！～二十歳の集い～
２０２３．８．１６式の開催

●お問合せ先　　教育文化課　生涯学習室 （中央公民館）　　☎　43-2350

★今年の該当者★

　　令和 5 年度 「二十歳の集い」 が 8 月 16 日 ( 水 ) に開催されます。
それに伴い式典の企画 ・運営等を行う、 実行委員を募集しております。
自分達らしい思い出に残る式典を作りましょう。

◇実行委員会 6月から週 1回程度、 夜間に開催予定
◇実行委員の役割　　　　式典の企画準備、 当日の式典運営等
◇募集人数 10名程度

平成 14年 4月 2日から
平成 15年 4月 1日生まれ
町内在住者又は、町内出身者
（最上中卒業）

子ども達の未来を一緒に考えましょう

「子ども子育て会議」の委員を募集します！
　町では、「子育て大国最上町」を掲げ、日々子育て環境の充実を目指しています。
　「最上町子ども子育て会議」は、町における様々な子育て支援に、意見・提言・
評価をする会議です。未来を担う子どもたちのために、子育て支援を円滑に進
めるには、町内の幅広い分野の方々と意見を出し合い、議論を重ねることが大
切です。この会議の委員を募集しますので、是非ご応募ください！

　この会議は公募委員を含め１２人以内で構成され、公募委員
以外の委員は、学識経験者や子育て支援事業に携わる方々です。

◇募集人数　　　若干名　　
◇任　　期　　　委嘱の日から令和７年３月末まで　
◇応募資格　　　町内在住で２０歳以上の方・子ども・子育て支援に関心のある方
◇活動内容　　　年１～３回程度の会議を予定（平日の日中に開催）
◇選考結果　　　応募書類をもとに選考し、結果を通知します。  ※応募書類返却不可
◇ そ の 他　　　委員には、規定による報酬が支払われます。

(a) 応募書類　　応募用紙を期限まで郵送、持参またはメールにて提出
※応募用紙は、こども支援課にてご準備しています。

　（町 HP からもダウンロード可能）
(b) 受付期間　　令和５年５月２５日（木）～６月１2 日（月）
(c) 提出先　　　最上町教育委員会こども支援課

〒999-6101　最上町大字向町 644
E-mail ： kodomoshien@town.mogami.lg.jp

●お問合せ先　こども支援課　こども家庭支援室　☎43-２２４７

応募方法

内　　　容

最上町省エネ設備導入緊急支援補助金
　最上町では、スマートコミュニティ構想及びバイオマス産業都市構想の推進と、環境にやさしい
街づくりを推進するために、省エネ設備や再エネ設備を導入される方に設置経費の一部を助成して
います。利用される方は設備導入前に申請書類の提出をお願いいたします。

木質バイオマス
燃焼機器

LED 照明機器

高効率給湯機

高効率空調設備

高効率厨房機器

太陽光発電設備

区　分 交付対象 補助額 補助要件

個人
法人

個人事業主
法人

個人事業主
法人

個人事業主
法人

個人事業主
法人

個人

設置費用の１／２
（上限１５万円）
※ボイラーの場合上限３０万円

設置費用の２／３
（上限１００万円）

設置費用の１／３
（上限２０万円）

設置費用の１／３
（上限２０万円）

設置費用の１／３
（上限２０万円）

公称最大出力（KW 表示とし、
小数点以下２桁未満は切り捨）
１KW あたり３万円

（公称最大出力１０KW 未満に
限る）上限１０万円

事業用として使用する設備のみが対象
※従前の設備に代えて消費エネルギーを
10％以上削減する設備を導入する事業

従前の設備に代えて LED を光源とする
照明機器を導入する事業
※単なる電球の交換は対象外

事業用として使用する設備のみが対象
※従前の設備に代えて消費エネルギーを
10％以上削減する設備を導入する事業
事業用として使用する設備のみが対象
※従前の設備に代えて消費エネルギーを
10％以上削減する設備を導入する事業

※災害時に地域でお互いに支え合える共
助への協力を必須とする。

工事費含む
( 薪又はペレットストーブ、ボイラー等 )

導入する設備ごとの補助金 ●お問合せ先　　商工観光課エネルギー産業推進室　　☎43-2262

戸籍の窓口

最上町の人口

４月

全 人 口　　７，６９０人　（うち、外国人７０人）

男　　３，７６９人　（うち、外国人　３人）

女　　３，９２１人　（うち、外国人６７人）

世帯総数　　２，７７２世帯

生れた人 ２人

亡くなった人 １４人

転入 １３人　（うち、外国人　２人）

転出 ３１人　（うち、外国人　５人）

前月比 ３０人減

　広報もがみのつづる穴に関しましては来月号
から無くなります。あらかじめご了承ください。


